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Ⅰ．平成 26年 3月期決算の概要 

 

１．経営環境 

日本経済は、デフレ脱却と本格的な経済再生に向け、着実に回復基調が継続してお

り、平成 26年度についても、消費増税による駆け込み需要の反動はあるものの、海外

経済の回復を背景とした輸出の持ち直しや設備投資の増加を牽引として引き続き緩や

かな回復基調が持続すると見込まれております。 

しかしながら、中小規模事業者においては、リーマン・ショック後の低迷を抜け出

したものの大企業ほどの力強さは見られず、経営改善が進まない企業も多く存在いた

します。 

このような経済環境にあって、当組合は、これまで以上に中小規模事業者等の皆様

への安定的かつ円滑な資金供給や経営支援等の責務を果たしていくためには、盤石な

財務基盤を構築することが重要と考え、平成 26年 3月末に金融機能の強化のための特

別措置に関する法律（以下、「金融機能強化法」という。）に基づく資本支援 50億円を

受け、自己資本の充実を図りました。 

   その際、策定し公表いたしました経営強化計画に基づき、営業推進体制の再構築・

強化を始めとし、同計画に掲げた各種施策の早期実現に向けて、役職員一丸となって

取り組んでまいりました。 

   平成 26年度以降につきましても、経営強化計画に基づく様々な施策を着実に実践し

ていくことで、皆様のご期待に総力をあげて応え、業域・地域経済の再生・活性化に

資する金融機関として、その責務を果たしていく所存です。

２．決算の概要 

（1）主要勘定（末残）                                            （単位：百万円） 

 24年 3月末 

実績 

25年 3月末 26年 3月末 

実績 実績 24年 3月末比 25年 3月末比 

預 金 ・ 積 金 60,598 57,219 54,043 △6,555 △3,176 

貸 出 金 33,640 32,259 30,979 △2,661 △1,280 

有 価 証 券 3,927 9,103 708 △3,219 △8,395 

  ①預金・積金 

預金・積金の末残は、対前期末比で 3,176百万円（5.6％）減少し、54,043百万円

となりました。流動性預金は増加したものの、定期性預金が高金利の定期預金の満

期解約等により減少したことによるものです。 

  ②貸出金 

    貸出金につきましては、当組合における最重点課題として既往取引先との継続取
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引、新規取引先の開拓等に組合挙げて取り組んでまいりましたが、資金需要が盛り

上がらない中で、他の金融機関との競合も激しくなっていることから、対前期末比

で 1,280百万円減少し、30,979百万円となりました。 

 ③有価証券 

    有価証券については、国債を中心に運用を行っておりましたが、相場動向と金利

収入のバランスを勘案し、平成 25年度に一旦全額売却いたしました。 

    また、外国債券についても平成 25年度中に 600百万円売却し、さらに 600百万円

の期限前償還があったことから平成 26年 3月末の保有残高は 700百万円に減少して

おります。 

     

（2）収益状況（計数は別表 1に記載） 

  ①業務純益 

    貸出残高の減少と貸出金利回りの低下により貸出金利息が対前期比 121 百万円減

少したことを主因に、業務収益は対前期比 117百万円減少いたしました。 

業務費用は、預金利息が高金利預金の満期到来により対前期比 55百万円減少、さ

らに経費が削減努力により対前期比 63百万円減少し、この段階では業務収益の減少

をカバーすることができましたが、将来の市場リスクを極力排除するために行った

有価証券の売却損を 141百万円計上することになったため、業務純益は対前期比 138

百万円減少し△55百万円となりました。 

  ②当期純利益 

    経営強化計画に基づき、将来のリスクを極力排除するため、上記の有価証券の売

却に加え、予防的な貸倒引当処理を 939百万円行ったことにより当期純利益は△945

百万円となりました。 

 

（3）自己資本比率の状況 

    平成 26年 3月末の自己資本比率は、同月の資本支援等により対前期比 13.47ポイ

ント上昇し、19.95％となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

【別表 1】                          （単位：百万円） 

 

 

 

25年 3月期

実績 

26年 3月期 

計画 実績 対計画比 対前期比 

業務純益 83 △9 △55 △46 △138 

 業務収益 1,169 1,061 1,052 △9 △117 

 資金運用収益 1,085 946 931 △15 △154 

 うち貸出金利息 946 840 825 △15 △121 

役務取引等収益 25 28 32 4 7 

その他業務収益 57 87 88 1 31 

 うち国債等債券関係 28 64 64 0 36 

業務費用 1,085 1,070 1,108 38 23 

 資金調達費用 220 163 165 2 △55 

 うち預金利息 220 163 165 2 △55 

役務取引等費用 19 23 22 △1 3 

その他業務費用 0 100 142 42 142 

 うち国債等債券関係 0 100 141 41 141 

一般貸倒引当金繰入額 54 38 48 10 △6 

経費 791 746 728 △18 △63 

 うち人件費 544 499 490 △9 △54 

うち物件費（含む税金） 247 247 237 △10 △10 

 うち機械化関連費用 55 56 61 5 6 

業務粗利益 928 775 721 △54 △207 

国債等債券関係損益 28 △36 △76 △40 △104 

コア業務純益 108 65 70 5 △38 

臨時損益 △222 △908 △871 37 △649 

 うち不良債権処理 207 917 891 △26 684 

うち株式等関係損益 0 25 24 △1 24 

経常利益 △139 △917 △926 △9 △787 

特別損益 64 0 △14 △14 △78 

 固定資産処分損益・減損 0 0 14 14 14 

税引前当期純利益 △75 △917 △940 △23 △865 

法人税等 5 5 4 △1 △1 

当期純利益 △80 △922 △945 △23 △865 
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Ⅱ．経営の改善に係る数値目標の実績 

平成 26年 3月期における経営の改善に係る数値目標の実績は以下のとおりとなりまし

た。 

１．収益性を示す指標 

   【コア業務純益】                      （単位：百万円） 

 25/3期 

実績（始期） 

26/3期 

計画 

26/3期 

実績 

26/3期 

計画対比 

始期からの 

改善額 

コア業務純益 108 65 70 5 △38 

      ＊コア業務純益＝業務純益 ＋ 一般貸倒引当金繰入額 － 国債等債券関係損益 

       

貸出残高の減少や利回り低下により貸出金利息が計画より 15 百万円減少しました

が、経費の削減△18 百万円によりカバーすることができ、コア業務純益は計画を達成

することができました。 

    但し、対始期比では貸出金利息の減少額が大きく△38百万円となりました。 

  

２．業務の効率性を示す指標 

   【業務粗利益経費率（ＯＨＲ）】                   （単位：％） 

 25/3期 

実績（始期） 

26/3期 

計画 

26/3期 

実績 

26/3期 

計画対比 

始期からの 

改善幅 

ＯＨＲ 79.31 89.03 92.51 3.48 13.20 

      ＊業務粗利益経費率 ＝ （経費 － 機械化関連費用） ÷ 業務粗利益 

       ＊機械化関連費用には、全国信組共同センター使用料、事務機器等の減価償却費、 

保守関連費用等を計上しております。 

        

 

経費（機械化関連費用を除く）は、人件費及び物件費の削減により、対始期比△69

百万円、対計画比△23 百万円減少しましたが、一方で、貸出金利息収入の減少の他、

今後の市場リスクを極力排除するため、含み損を抱えていた有価証券を売却したこと

を主因として、業務粗利益は対始期比△207 百万円、対計画比△54 百万円減少した結

果、業務粗利益経費率は対始期比＋13.20 ポイント上昇、対計画比 3.48 ポイント未達

となりました。 

今後は、経費の削減に引き続き努めるとともに、貸出金の増強等による収益力強

化を図り業務粗利益率の改善に取り組んでまいります。  
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Ⅲ．経営の改善の目標を達成するための方策の進捗状況 

  当組合は、経営強化計画に沿って、引き続き中小規模事業者等への安定的かつ円滑な

資金供給を行うなど、適切かつ積極的な金融仲介機能を発揮するため、次の事項に重点

的に取り組んでおります。 

 

 【重点施策】 

  

 

 

 

 

  

（1）貸出金増強等による収益力強化 

   ①営業推進体制の強化 

    ア．理事長を本部長とした営業推進本部の設置 

貸出業務に対する取組姿勢を内外に明確化し、より強固な体制を構築するた

め、平成 26年 3月 1日付で、理事長を本部長とする営業推進本部を設置いたし

ました。 

      また、同日付で、後述する「福祉・医療開拓推進室」（計画書では「業域取引

推進室（仮称）」）及び「事業支援室」（計画書では「企業支援室（仮称）」）も設

置し、本部長以下の主要人事の発令を行いました。 

営業推進本部では、平成 26年度のスタートにあたり、業務運営方針を明確化

し、部店長会議等で周知・徹底するとともに、理事長自らのリーダーシップに

より、毎週会議を開催し、業務運営方針の確認、現状の問題認識と対応につい

て議論を行い、貸出業務の一層の拡大に努めております。 

【営業推進部門の新体制】    

      

 

 

 

 

 

 

 

 

（1）貸出金増強等による収益力強化 

（2）信用リスク管理強化 

（3）経営効率化 

（4）経営強化計画の確実な履行体制の構築 
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イ．役員・本部・営業店一体となった営業推進体制の一層の強化 

営業推進本部の設置により推進体制を強化するとともに、従来から行っている

役員・本部・営業店一体となった営業推進体制の強化のための諸施策を継続して

実施しております。 

a.理事長及び役員が、今回の資本増強の趣旨と今後の経営方針について、個別

取引先に対する説明を行い、理解を得るとともに、営業推進でのトップセー

ルスを継続しております。 

b.従来から、月 1 回理事長以下役員、本部部長、営業店長が出席する「営業推

進会議」を開催し、その都度営業推進施策の検証と各店の進捗状況の確認を

行っていますが、強化計画策定後も同様に実施し、実効性のある具体的施策

について議論を進めております。また、役員の営業店への定期訪問も継続し

て実施しており、特に平成 26年 2月から 4月にかけては、経営強化計画策定

後の業務運営の徹底を図るため、理事長が頻繁に営業店を訪問し、組合挙げ

ての営業推進意識の高揚に努めております。 

c.営業活動における現状認識・課題認識の共有化を確実にするためには、その

ツールとして業務進捗管理及び顧客情報管理資料が必要不可欠でありますが、

平成 26年 4月、業務進捗管理資料の見直し・整備を行いました。今後は、取

引先情報（業域・地域別、商品別、資金使途別、顧客別等）の整備・充実を

図り、この情報を基に、戦略的かつ効果的な営業推進活動を行ってまいりま

す。 

d.また、平成 24年 4月から、他の信用組合より人材派遣の支援を受けておりま

すが、平成 26年度以降も支援が継続されることとなったため、営業店だけで

はなく平成 26年度からは本部にも配置し（事業支援室及び総務部事務・シス

テム担当）、同人材のキャリア・ノウハウを活かした営業推進及び間接的な営

業推進支援強化により、さらなる営業力の強化を図っております。 

 

ウ．営業店舗別機能の見直しと要員再配置 

当組合は、昭和 28年に台東区駒形（現浅草支店）に本部・本店を置き、東京都

一円を営業区域として医療・福祉・環境衛生を「業域」とする信用組合として設

立されました。 

その後、昭和 39 年に新宿支店（現本店）、昭和 43 年に小平支店、昭和 50 年に

青梅支店を開設し、昭和 52年には店舗周辺地域を対象とする「地区」の認可を得

て、今日まで業域及び地域の両面から業務展開を図ってまいりました。 

しかしながら、この間、本店を除き各営業店においては、概ね同一の体制・要

員・営業戦略等で営業推進を行ってきたため、地域の特性・お客様のニーズに沿
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った業務展開が必ずしも充分とはいえず、店舗別の営業成績にも格差が生じるよ

うになりました。 

このような状況に鑑み、平成 26年 4月に各店の取引の現状とマーケットの特性

を充分検証の上、営業店毎の機能の見直しを行い、要員を重点的に配置する店舗・

一部に機能を特化し効果的な運営を目指す店舗等に整理し、効果的・効率的な店

舗戦略を策定いたしました。また、合わせて要員体制の見直しと、人事異動を行

い、新しい体制がスタートしております。 

 

エ．営業店内の業務運営体制の見直し 

現在、営業店の組織体制は、営業グループ・融資グループ・債権管理グループ・

事務グループのグループ制を敷いていますが、上記の店舗機能見直し後の運営状

況を見ながら、この体制（各グループの役割、業務範囲、グループ単位の見直し

等）の見直しを行う予定です。 

 

②業域における取引の拡大推進 

    当組合の営業基盤のベースは、業域としての定款三業種（医療・福祉・環境衛生）

にありますが、現状の当組合内における取引シェアは低水準にあり、拡大の余地は

充分にあるものと考えております。 

業域での基盤をさらに拡充・強化し「医療・福祉・環境衛生に強い東京厚生信用

組合」というブランド力を向上させることが、地域も含めた今後の当組合の業容拡

大につながるものと考えております。 

このため、今後の業域での一層の取引拡大を図るため、現在以下の諸施策に取り

組んでおります。 

 

     ア．「福祉・医療開拓推進室」の設置 

     定款三業種との取引拡大を図るため、平成 24 年 11 月本部内に「定款三業種開

拓ＰＴ」を設置し（専担者 1名）、社会福祉法人の新規開拓と施設建築資金融資の

獲得を中心に活動を行ってまいりましたが、このＰＴを発展的に解消して、平成

26年 3月 1日付で、新たに「福祉・医療開拓推進室」を設置いたしました。 

この「福祉・医療開拓推進室」は室長及び次長の 2 名の専担スタッフでスター

トしており、平成 26年度の事業計画の策定に合わせ、室としての基本方針と平成

26年度上期の具体的施策を明確化し部店長会議等で周知徹底を図りました。 

 

    イ．取引拡大のための具体的施策 

「福祉・医療開拓推進室」においては、業域との取引拡大のための諸施策の企

画・立案、新商品の開発、研修の実施等を行うとともに、自らも営業店と連携し
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て具体的な営業推進活動を展開していくこととしており、本計画で掲げた以下の

施策に対し取組みを開始しております。 

a.定款三業種向け新商品の開発 

   平成 26年 2月に「精神障害者就労支援事業所向け融資」の新商品を開発し、

3 月から 4 月にかけて 2 件、10 百万円の融資を実行いたしました。今後も同

様に知的障害者支援事業所向け、老人保健施設事業所向け等について新商品

の開発・推進に努めてまいります。 

b.業界団体、福祉事業所の運営母体法人等からの情報収集 

「福祉・医療開拓推進室」設置以降、日本グループホーム協会東京支部総会

等 6つの総会・説明会等に出席し情報収集に努めております。 

また、介護業界準大手の株式会社との情報交換ルートを構築するなど新た

なネットワーク構築に努めております。 

     c.精神障害者・認知症グループホームへのアプローチ強化と提案型営業の推進 

      「精神障害者地域生活支援とうきょう会議」等の業界団体を通じて、当組合

の概要及び融資商品のパンフレットを配布し、アプローチを強化するととも

に、提案型営業推進のベース作りに努めております。 

     d.在宅医療等の開業を支援する事業会社との連携による開業資金融資の推進 

       平成 26年 3月に初めて、事業会社との連携による開業資金の融資が 1 件、 

32百万円実現いたしました。引き続き取引実現に向け推進を継続しておりま 

す。 

     e.医師・歯科医師への一層のセールス強化等 

       医師・歯科医師への直接的なアプローチを強化するとともに、当業界に対

しコンサルティング等を手掛けている税務会計事務所と連携し、お客様の紹

介依頼、さらには同事務所が主催する歯科医師向けセミナー開催時に、当組

合のパンフレットを配布するなどセールス強化に努めております。 

     f.診療報酬・介護給付費等を担保とする債権譲渡担保融資の推進 

 担保・保証に過度に依存しない融資の推進の一環として、債権譲渡担保融

資の推進を図っており、平成 26年 3月期においては、9件 53百万円の実績を

計上しております。 

    

 以上の推進施策のほか、同室の主要業務であるセミナー・研修の企画・実施に

ついても以下のとおり取り組んでおります。 

a.取引先対象のセミナーの開催 

第 1回目として、平成 26年 5月取引先向けに、相続対策及びサービス付高

齢者住宅事業に関するセミナーを開催しました（参加者数 31名）。 
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          b.組合内職員への研修会・勉強会の実施 

       平成 26年度に 4回実施する予定で準備を進めております。 

    

 また、同室の推進意識の高揚と組合全体の貸出業務の増加を図るため、営業店

同様、同室にも貸出実行額の目標化を行い（平成 26 年度、20 億円）、推進力の強

化を図っております。 

 平成 26年度に入り、金額は僅少ですが、2件の新規取引が実現しております。 

      

【業域との貸出取引残高】               （単位：百万円、％） 

 

 

 

 

 

 

 

③貸出金増強のための営業（商品）戦略 

    ア．定款三業種向けの新商品開発 

業域との取引拡大のため、各業種の資金ニーズにあった新商品の開発に継続

的に取り組んでおり、前述のとおり「精神障害者就労支援事業所向け融資」を

開発し取扱いを開始しております。今後、引き続き「福祉・医療開拓推進室」

を中心に新商品の開発に努めてまいります。 

    イ．事業性融資の推進 

     a.既存取引先及び新規開拓 

平成 25年度については、60周年記念キャンペーン商品の拡販、重点推進先 

のリストアップによるターゲットを明確にした融資推進、融資完済予定先リ

ストを活用したリピート融資の推進等を行い、既往取引先に対する貸出実行

額は目標を若干上回る水準を確保いたしました。一方、新規開拓が不調であ

ったことに加え、既存取引先からの約定外の返済額が想定以上に増加したた

め、事業性融資の残高は、目標を下回る結果となりました。 

     b.保証協会保証付融資、ノンバンクの保証付融資（厚信事業所支援ローン）の

推進 

中小規模事業者に対する過度に担保または保証に依存しない融資商品とし

て積極的に推進した結果、平成 26年 3月期における保証協会付融資は 155百

万円、厚信事業所支援ローンは 247 百万円の取扱となり、概ね計画通りの水

準を確保できました。 

 

  

25/3期 26/3期 

実績 シェア 計画 シェア 実績 シェア 

業域 12,128 37.6 11,700 37.5 11,495 37.1 

地域他 20,131 62.4 19,500 62.5 19,483 62.9 

合計 32,259 100.0 31,200 100.0 30,979 100.0 
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     c.「事業支援室」設置による提案型の営業推進 

中小規模事業者の経営改善等支援への取組みを強化するため、計画を 1 ヶ

月前倒しし、平成 26年 3月に営業推進本部内に「事業支援室」を設置しまし

た。今後は、同室を中心に経営改善等支援業務を通して、事業者に対する提

案力・コンサルティング能力の向上、ソリューション営業（問題解決・提案

型営業）の推進を図ってまいります。 

ウ．個人向け商品の推進 

     a.定期積金による基盤拡充 

       定期積金は、定例の集金訪問時に年金振込、定期預金、個人ローン、住      

宅ローン等のセールスや情報収集・情報提供の機会が得られる商品であるこ

とから、積極的に推進しておりますが、平成 26年 3月期における定期積金は

先数、残高とも若干減少する結果となりました。 

       平成 26年度については、推進力を強化するため、定期積金先数を営業店の

業務目標に追加し、推進意識の高揚を図っております。 

     b.既往預金顧客、業域個人等（医師等）に対する提案型ローンの推進 

       既往のお客様とのコミュニケーション拡大に努め、教育ローン、カーライ 

フローン等の取り込みに努めるとともに、収益物件ローン等の提案を行い案

件獲得に努めております。 

     c.定款三業種の従業者をターゲットにした個人向けローンの推進 

       定款三業種の法人取引（特に社会福祉法人）におけるリレーションを梃子

に、その従業者に対する教育ローン等の取引推進を図っております。 

     d.住宅ローンの推進 

住宅ローンは、給与振込から教育ローン、退職金、年金、資産運用と生涯に

わたって取引関係が続いていく、いわば「個人のメインバンク化」につながる

重要な商品であり、積極的な取組みを継続しております。特に最近時はスコア

リングによる形式基準のみならず、お客様のキャッシュフローに対する実質的

な審査も実施することにより、取込案件の増大に努めております。 

e.提携商品の取扱拡充 

       全国しんくみ保証(株)との提携個人ローンについて、カーライフローン、 

      奨学ローンのキャンペーンにより取扱いの拡充に努めております。 

 

④その他の収益強化策 

    ア．預金 

      給与振込口座、年金受取口座、自動振替口座等の獲得推進を通じ、低コスト

の個人流動性預金の増強を図っており、平成 26年 3月期の個人流動性預金の残

高につきましては、預金全体が減少している中で、前期末の残高を維持してお
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ります。 

イ．その他手数料 

収益力強化のため、平成 25年 4月に不動産担保取扱手数料、振込手数料、各

種証明書発行手数料等、各種手数料の一部見直しを行いましたが、平成 26年度

以降も、期限前償還手数料等諸手数料の見直し・適正化を図り、手数料収入の

増加を図っていく予定です。 

また、平成 25年 9月、ノンバンクとの間で、顧客紹介により取引が実現した

場合には一定の手数料を得るという提携契約を締結しており、引き続き手数料

収入の確保に向け、連携を強化してまいります。 

 

⑤人材の育成 

     金融業務の高度化に伴い、今後当組合の収益力の強化を図っていくためには、

営業担当者の業務遂行能力の向上が必要不可欠であると考えております。 

     このためＯＪＴを基本に、案件を通しての審査部の指導による若手担当者の審

査能力向上に努めるとともに、外部団体の主催する研修の実効性を上げるため、

現在、26年度上期中を目途に研修体系の見直しを行っているところです。 

また、組合全体の業務遂行能力の向上、高度な専門能力を持ったコンサルティ

ング能力のある人材の育成の観点から、各種資格取得奨励制度の見直しにも着手

いたしました。 

     なお、専門能力向上の観点から、必要に応じ外部からの人材招聘も検討してま

いります。 

 

（2）信用リスク管理強化  

   ①審査・管理体制の強化 

    ア．貸出審査体制の厳格化 

総与信額 100 百万円以上については、理事長以下常勤役員で構成する「融資

審議会」で審議・決裁する体制を継続し審査体制の厳格化を図っております。 

また、審査面における理事会の牽制機能強化のため、全決裁案件（条件変更

案件、否決案件を含む）の一覧と融資審議会案件の否決を含めた決裁状況を従

来同様理事会へ報告しております。 

    イ．取引先管理の充実 

取引先管理徹底のため、「債権会議」を定例的に開催し（審査部と営業店毎に

月 1回。四半期に 1回は理事長以下役員及び本部部長も参加した合同会議）、延

滞先を中心に取引先の状況と今後の回収推進方法の協議・確認、債務者区分の

見直し等を行ってまいりましたが、平成 25年 12月以降は、延滞先のみならず、

要注意先以下全先及び未保全額の大きい正常先等も対象に加えて管理の徹底を
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図るとともに、担保評価の見直し、事業再生への取組み等取引先管理に係る留

意事項・諸施策等についても協議・徹底する場とすること等により、本会議の

さらなる充実を図っております。 

          なお、自己査定についても、毎月、簡易査定を実施する体制を継続しており、

今後は、担保評価管理の徹底等により、精度向上に努めてまいります。 

      また、平成 26年 4月に取引先の資金ニーズに対する柔軟な対応を図る観点か

らクレジットラインの変更を実施したことに伴い、資産管理体制の一層の強化

を図るため、管理資料の見直しを実施いたしました。 

今回の見直しにおいては、従来「債権会議」で実施していた個別債権毎の管

理方針の徹底とそのフォローを、より効果的に実施する体制を目指し、管理資

料の充実と管理方法・報告体制の整備を行っており、今後の運用のなかで同会

議のあり方についても検討を進めてまいります。 

   ウ．営業店の審査能力向上 

  審査部による個別稟議案件を通じての指導を継続、また審査部による営業店臨

店時の説明等により、営業店担当者全員の審査能力向上に努めております。また、

「債権会議」等諸会議を通じても同様の対応を行っております。 

 

②理事会の牽制機能の充実 

    理事会に対して、信用リスク管理態勢に係る個別の状況（個別引当金の状況、未

保全額一定以上の先、クレジットライン超過先、特定管理債権の状況等）について

の定例的な報告を継続し、理事会の牽制機能の充実に努めております。 

 

  ③経営改善等支援の取組みを通じた不良債権化の防止 

    中小企業金融円滑化法の期限到来後も、各金融機関には取引先の経営体質強化、

経営改善に向けた取組みに積極的に対応することが要請されております。当組合に

おいても「事業支援室」の本格稼働後は、営業店・審査部等との連携により、取引

先の実態把握に努め、改善可能性の判断を早期に行うとともに、再建見込みのある

先については、企業再生・経営支援を通じて財務状況の改善を図り、不良債権化を

未然に防止してまいります。 

 

  ④不良債権の圧縮 

    平成 25 年 12 月にサービサーへの売却を初めて実施いたしましたが、平成 26 年 3

月に第 2回目の売却を実施いたしました。平成 26年度についても不良債権のオフバ

ランス化を計画的に推進し、不良債権の圧縮に努めてまいります。   
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（3）経営効率化     

    当組合は、前回の経営健全化計画の段階から、経営の効率化に向け、ローコスト

体制への移行に努めております。平成 26年 3月期についても経費の圧縮は計画通り

進んでいるものと認識しております。 

  ①要員 

    平成 25年度は、退職者の補充を最低限の派遣社員での対応に留め、業務の効率化

で吸収したため、平成 26 年 3 月末の要員数は計画 71 名に対し 70 名の実績となり、

平成 25年 3月末に比べ 7名減少いたしました（注）。 

（注）含む常勤役員、被出向社員、期末退職者。除く派遣社員、パート 

 

  ②人件費の圧縮 

人件費につきましても、平成 26年 3月期は 490百万円となり計画 499百万円に対

し 1.8％減少、対前期比では 9.9％減少となりました。 

26年度につきましては、平成 26年 7月以降の役員報酬の削減を決定しており、ま

た 4 月に実施いたしました資格・給与改定において、従来の年功序列型から実力・

成果主義を意識した対応を行う等の諸施策に取り組んでおり、引き続き計画した人

件費・人件費率の達成に努めてまいります。 

 

【要員・人件費実績】                （単位：人、百万円、％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ③物件費の抑制 

     平成 26 年 3 月期の物件費は、225 百万円となり、計画 234 百万円に対し 3.9％

減少、対前期比でも同様に 3.9％減少となりました。社内ＬＡＮ構築のため、機械

化関連費用が 5 百万円増加していますが、機械化関連費用を除いたベースでは対

計画比 7.9％の減少となりました。 

平成 26年度も、経費計画策定時に広告宣伝費の抑制を盛り込むなど、今後も引

き続き物件費の抑制に向けて取り組んでいくとともに、組合内の意識の徹底も図

  

25/3期 

実績 

（始期） 

26/3期 

計画 実績 対計画比 対始期比 

常勤役職員数 77 71 70 △1 △7 

  前年比 △6 △6 △7   

人件費 544 499 490 △9 △54 

 
前年比 △25 △45 △54   

業務粗利益人件費率 58.6 64.4 67.9 3.5 9.3 
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っていきます。 

 

【物件費実績】                     （単位：百万円） 

 25/3期 

実績 

（始期） 

26/3期 

計画 実績 対計画比 対始期比 

物件費 234 234 225 △9 △9 

除く機械化関連 179 178 164 △14 △15 

 前年比 △18 △1 △15   

 

（4）経営強化計画の確実な履行体制の構築 

   ①統括管理部署 

     企画部を統括管理部署とし、本計画における各種施策の進捗状況の統括及び計

画の成否に係る主な施策の企画・立案を行っております。 

     

②経営強化計画進捗管理委員会の設置 

平成 26年 4月、従来の「経営管理委員会」を改編し、新たに「経営強化計画進

捗管理委員会」を設置し、同月以降、毎月本件経営強化計画の進捗状況の管理を

行っております。 

企画部は、本委員会による検証結果等を踏まえ、改善策を検討・策定しており

ます。 

    

③ＰＤＣＡサイクルによる管理 

     各種施策の実施状況管理につきましては、「進捗状況管理表」を作成し、「ＰＤ

ＣＡ」サイクルにより管理しております。 

     Ｐ(Plan）  企画部による各施策の企画・立案 

      Ｄ(Do)    本部各部並びに営業店による施策の実行 

Ｃ(Check)  経営強化計画進捗管理委員会による計画の進捗管理及び各施策 

の検証 

          Ａ(Act)   企画部による改善策の検討並びに策定 
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Ⅳ．従前の経営体制の見直しその他の責任ある経営体制の確立に関する事項の進捗状況 

１．業務執行に対する監査又は監督の体制の強化のための方策 

 （1）経営管理（ガバナンス）態勢の強化 

①経営監視・牽制の適正化 

当組合では、平成 23年 6月の経営陣の刷新以降、経営管理（ガバナンス）態勢の

整備・確立に取り組んでおり、定例理事会、定例監事会及び定例常勤理事会による

経営監視・牽制が適正に機能する体制を継続しております。 

 

  ②監査体制の強化 

    検査部の機能について、従前のオペレーショナル・リスク中心の監査から組合業

務に内在する各種リスクの縮小化を図る監査へ移行することで、監査体制の強化を

図りたいと考えており、現在まで、実地検査の検査項目の見直し等により段階的に

取り組んできております。今後、さらなる移行を取り進めてまいります。 

   また、従来どおり常勤監事は組合内の全ての会議に出席するとともに、検査部の

臨店検査に同行する体制を継続し監査の充実を図っております。 

 

  ③経営の客観性・透明性の向上 

    本計画の進捗状況の管理・監督、経営戦略や基本方針についての客観的な立場で

評価・助言を受け、経営の客観性・透明性を高めるため、信用組合業界の系統中央

金融機関である全国信用協同組合連合会（以下、「全信組連」という。）の経営指導

を毎月受けるとともに、年 1 回の全国信用組合監査機構監査の受査を予定しており

ます。 

 

  ④経営陣のリーダーシップの確保 

   ア．経営方針の周知 

経営方針については、半期毎の部店長会議において当該期の経営方針・業務運

営方針を伝達し、理事長の挨拶を全部店宛て配布し徹底を図るほか、毎週常勤役

員及び本部部長が出席の上開催される常務会において検証、必要に応じ部店宛て

伝達する体制を継続しております。 

 

イ．職員意見の吸い上げ 

     上記の常務会において、当組合の経営課題等について協議することにより、常

勤役員が職員の意見を認識することが可能な体制を継続しております。 

     また、理事長はじめ役員が臨店する場合に、職員と直接懇談する時間を設け、

その中で、当組合の経営方針等を直接伝えるとともに、営業店の現場の意見を吸

い上げることにより、経営管理態勢の強化と職場の活性化に取り組んでおります。 
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２．リスク管理の体制の強化のための方策 

 （1）統合的リスク管理態勢 

    従来から企画部が統合的リスク管理の統括部署として、組合のリスク管理態勢の

整備に取り組んでおり、今後は業務全般に内在する各種リスクについて、これを一

元的に管理し総体的に捉えて、その総体的なリスクを経営体力と比較・対照するこ

とにより、業務の健全性を確保することを目的とした統合的リスク管理を目指した

取組みに努めてまいります。 

    具体的には、「統合的リスク管理委員会」の運営の見直しを平成 26 年度上期中に

行い、今後同委員会での組合内の主要なリスク状況の把握と必要な対応について協

議の充実を図ってまいります。 

 

 （2）信用リスク管理態勢 

    前述のとおり、信用リスク管理の強化に関する諸施策を確実に履行し、一層の信

用リスク管理態勢の強化に努めております。 

 

 （3）市場リスク管理態勢 

    余資運用については、平成 24年度以降、国債・地方債等の安全資産を中心に運用

する方針で臨んでおりますが、今後とも継続して安定的な運用成績を残していくた

めには、さらなるリスク管理態勢の強化と、より精度の高い余資運用方針を策定す

る必要があるとの判断から、平成 26年 4月、市場リスク管理規程類の整備・見直し

を行いました。この見直しにおいては、市場リスク管理に関する理事会等の役割の

明確化、リスク管理手法の精緻化、報告体制の整備等について改定を行うとともに、

余資運用に関する諸規程を「資金運用規程」に一本化し、資金運用に関する管理体

制の整備を行っております。 

この新規程類の考え方に基づき、平成 26年 5月、当面の有価証券運用体制を整備

するとともに、平成 26年度の有価証券運用計画を策定し、引き続き国債を中心に安

定的な運用を行い、着実に利息収入を積み上げていく方針で臨むことといたしまし

た。 

 

 （4）流動性リスク管理態勢 

流動性リスクについても、上記規程類の整備の一環として見直しを行い、管理体

制の強化を図りました。 

また、日常的な流動性リスク管理については、従来同様、日々の資金繰り状況を

理事長まで報告するとともに、毎月の常勤理事会に月次の状況を報告しており、引

き続き適切に対応しております。 
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（5）オペレーショナル・リスク管理態勢 

    平成 25 年 11 月オペレーショナル・リスク管理方針及びオペレーショナル・リス

ク管理規程の見直しを行うとともに、オペレーション事故報告制度を導入し、本制度

の運用の徹底と定着化に努めてまいりました。 

報告制度導入以降に発生したオペレーション事故については、本部も含め具体的

な対応策を協議し、今後の事故の発生防止に努めております。 

今後は、オペレーショナル・リスクを構成する事務リスク・システムリスク・情

報セキュリティリスク等の各リスクの管理方針及び管理規程の整備を進め、当該リス

ク管理体制の強化を図っていく所存です。 

 

３．法令遵守の体制の強化のための方策 

 （1）法令等遵守態勢 

法令等遵守については、当組合にとって重要な課題と認識し、お客様・組合員の

皆様からの信頼・信用を確保するため、役職員一人ひとりのコンプライアンス意識の

醸成・徹底に取り組んでおります。 

    具体的な運営面では、期初にコンプライアンス・プログラムを作成し、これに基

づき活動を行っており、各部店に配置しているコンプライアンス責任者が毎月開催す

るコンプライアンス責任者会議で各部店における遵守状況を報告しております。   

また、原則として四半期に 1 回、理事長を委員長とするコンプライアンス委員会

を開催し、組合全体のコンプライアンスへの取組状況、違反事案、苦情事例などを審

議・確認しており、委員会の内容、決定事項等を理事会に報告しております。 

    さらに、コンプライアンスに対する認識を高めるために、原則毎月各営業店におい

てコンプライアンス勉強会を継続して開催しております。 

    平成 26年度につきましても、26年 4月にコンプラインアス・プログラムを作成し、

またコンプライアンス・マニュアルの改定も行っており、法令遵守の体制・強化に向

けた取組みを継続して行っております。 

    今後につきましても、現状の運営態勢を基本に推進し、必要に応じ見直しを行う

等、一層の態勢の強化に努めてまいります。 

 

 （2）反社会的勢力への対応 

反社会的勢力への対応につきましては、運用体制の更なる充実を図るため、平成

25 年 10 月、規程類及び運用ルールの見直しと、認定先の整備、暴力追放センターへ

の会員加入等によるデータベースの充実等の対応を行いました。 

その後、見直し後の体制に沿った運営を継続し、さらに「全銀協反社情報データ

ベース」の利用が可能になったため、同データに基づき再度データベースの洗い替え

を行い、運営面の充実を図っております。今後も、反社会的勢力との取引根絶に向け
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取組みを強化していきたいと考えております。 

 

 （3）顧客保護等管理態勢の構築 

    お客様の保護及び利便性の向上を図り、業務の健全性及び適切性の確立を目的と

して、顧客保護等に関する方針・規程類を制定し態勢の整備に努めております。 

    お客様からの相談・苦情等については、従来から、業務部内への「お客様相談」

用専用フリーダイヤルの設置、店頭ロビーへの「ご意見箱」及びホームページ上への

「苦情・ご意見」書き込み欄の設置等により、お客様の声に対して適切に対応してお

ります。 

 

４．経営に対する評価の客観性の確保のための方策 

 （1）全信組連による経営指導、全国信用組合監査機構の監査受査 

経営に対する評価の客観性を確保するため、信用組合業界の系統中央金融機関であ

る全信組連の経営指導を毎月受けるとともに、年に 1回の全国信用組合監査機構監査

の受査を予定しております。 

これにより、当組合の経営戦略や基本方針について客観的な立場で評価・助言を受

け、経営の客観性・透明性を高めるよう努めております。 

 

（2）第三者委員会（仮称）の設置 

経営の客観性・透明性を確保するため、当組合の経営戦略及び経営強化に向けて

の各種取組みの進捗を監視することを目的として、平成 26年度を目途に外部有識者

等による委員会を設置する予定です。 

当該委員会につきましては、当組合の経営実態並びに本計画の進捗状況を充分に

説明し、これに対する意見・助言等をいただくとともに、ご意見等は適切に経営に

反映してまいります。 

 

５．情報開示の充実のための方策 

 （1）「ディスクロージャー・ポリシー」の制定・公表 

    お客様・組合員の皆様に、当組合の経営に対する理解を深めていただき、経営の

透明性を確保することを目的として、迅速かつ充実した経営情報を開示するととも

に、積極的な営業活動に取り組んでおりますが、平成 26年 3月に情報開示に関する

基本方針として、「ディスクロージャー・ポリシー（情報に関する基本的な考え方）」

を制定しホームページに公表いたしました。 

 

 （2）ディスクロージャー誌等での開示 

今後とも、従来と同様、ディスクロージャー誌については、決算期ごとに法令で
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定められた開示内容以外に、経営理念、リスク管理態勢、コンプライアンス管理態

勢の情報を始め、地域貢献に関する情報等、当組合を理解していただくための経営

情報を分かりやすく伝えられるように作成し、店頭に備え置く他、当組合のホーム

ページ上でも公開してまいります。 

また、9月期においても経営内容に関するレポートを作成し、ディスクロージャー

誌と同様の方法で開示してまいります。 

 

Ⅴ．中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の主として業務を行っている業域

及び地域における経済の活性化に資する方策の進捗状況 

１．中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の主として業務を行っている業

域及び地域における経済の活性化に資するための方針 

（1）中小規模事業者向けの信用供与円滑化計画の進捗状況    

平成 26年 3月期における中小規模事業者向けの貸出残高及び総資産に占める比率

は以下のとおりとなりました。 

 

【中小規模事業者向け貸出実績】               （単位：百万円、％） 

  
25/3期 

実績（始期） 

26/3期 

計画 実績 対計画比 対始期比 

中小規模事業者向け貸出残高 19,135 18,900 18,529 △371 △606 

総資産 59,624 57,715 57,407 △308 △2,217 

中小規模事業者向け貸出比率 32.09 32.74 32.27 △0.47 0.18 

(注)・中小規模事業者向け貸出比率＝中小規模事業者向け貸出残高 ÷ 総資産 

    ・中小規模事業者向け貸出とは、協同組合による金融事業に関する法律施行規則別表第 1 号に

おける「中小企業等」から個人事業者以外の個人を除いた先に対する貸出で、かつ次の貸出

を除いたもの 

政府出資主要法人向け貸出及び特殊法人向け貸出、土地開発公社向け貸出及び地方 

住宅供給公社向け貸出等、大企業が保有する各種債権又は動産・不動産の流動化スキ

ームに係るＳＰＣ向け貸出、その他金融機能強化法の趣旨に反するような貸出 

・26/3期の総資産額については、資本支援等の影響を勘案し、期中平均残高を計上 

 

中小規模事業者に対する貸出業務については、当組合の最重要課題として取り組

んでまいりました。資金需要が盛り上がらない中で他の金融機関との競合も激しくな

っていることから、中小規模事業者向け貸出残高は、対計画比で 371百万円、対始期

比 606百万円下回る結果となりました。また、貸出比率においても対計画比 0.47％下

回りましたが、対始期比では 0.18％上回りました。 
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新規の顧客開拓が計画通り進まなかったこと、また当組合の主要基盤である業域

との取引拡大が不充分であったこと等に加え、約定外の返済が想定以上に進んだこと

が、その主因であると考えております。 

平成 26年度は、本計画に掲げた営業推進体制の強化を図るとともに、重点推進先

選定による営業店・本部一体となった継続取引及び新規開拓の推進、「福祉・医療開

拓推進室」を中心とした業域との取引拡大、顧客管理の徹底による約定外返済の防止、

経営改善等支援業務の一環としての「過度に担保・保証に依存しない融資」の推進等、

個別の諸施策の推進強化等により、中小規模事業者向け貸出の拡大を図ってまいりま

す。 

 

（2）経営改善等支援取組計画の進捗状況 

平成 26年 3月期における経営改善等支援取組の実績は以下のとおりとなりました。 

 

【経営改善等支援取組実績】                     （単位：先、％） 

(注)・期初債務者数とは、「日本標準産業分類」の大分類に準じた業種別区分に基づく「地方公共

団体」「雇用・能力開発機構等」「個人（住宅・消費・納税資金等）」を総債務者数から除い

た数といたします。 

     ・各期とも半期毎の計数を記載しております。 

    ・「経営改善等支援取組先」は以下の取組先といたします。 

     （1）創業・新事業開拓支援先 

        定款三業種において新規事業の開設資金を支援した先。独立起業支援会社との連携に

よる独立起業支援を行った先。創業・新事業開拓関連融資制度（当組合の提携先・市町

村・保証協会等）を利用した先 

     （2）経営相談先 

        経営改善指導に係る助言等を継続的に行っている先 

  

25/3期 

実績 

（始期） 

25/9期 

実績 

26/3期 

計画 実績 対計画比 対始期比 

経営改善等支援取組先数 17 24 24 27 3 10 

  

  

  

  

  

創業・新事業開拓支援先 3 2 2 2 0 -1 

経営相談先 1 3 2 1 -1 0 

早期事業再生支援先 0 1 0 1 1 1 

事業承継支援先 0 0 0 0 0 0 

担保・保証に過度に依存しない融資推進先 13 18 20 23 3 10 

期初債務者数 554 521 521 521 0 -33 

支援取組率 3.06 4.60 4.60 5.18 0.58 2.12 
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     （3）早期事業再生支援先 

        審査部指導により抜本的な条件変更対応により経営改善支援を行った先 

     （4）事業承継支援先 

       事業承継に係る相談に対し助言等を行った先 

（5）担保・保証に過度に依存しない融資推進先 

       「診療報酬・介護給付費等の債権譲渡担保融資」を実施した先。「東京環境保全協会会員

向け融資」（無担保）を実施した先。「しんくみビジネスローン」（無担保）を実施した先。

その他小口無担保事業者ローンを実施した先 

 

  経営改善等支援業務への取組みは、平成 26年 3月に営業推進本部内に「事業支援室」 

を設置し、本格的な取組体制の整備に着手しています。なお、平成 26年 3月期につき 

ましては、従来から取り組んでおります「担保又は保証に過度に依存しない融資」を

中心に取組先数及び取組率ともに計画を達成することができました。 

 

２．中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策 

 （1）中小規模の事業者に対する信用供与の実施体制整備のための方策 

①円滑な信用供与体制に向けた体制の整備 

    前述のとおり、営業推進本部の設置等による組合一丸となった営業推進体制の 

強化、営業店舗戦略の見直し等により信用供与体制の整備を図っております。 

 

  ②経営改善等支援の取組みに向けた体制の整備 

平成 26 年 3 月 1 日付で、営業推進本部内に「事業支援室」を設置し、2 名の業

務部兼務スタッフでスタートいたしました。 

同室では、「福祉・医療開拓推進室」同様、26 年度の事業計画の策定に合わせ、

基本方針と、平成 26年度上期の具体的施策を明確化し部店長会議等で周知徹底を

図りました。 

今後同室では、営業店と連携しながら、支援先の経営課題の分析・把握、経営

改善の取組みのための方策の企画立案、経営改善計画の策定支援などについて、

必要に応じ外部の専門家等の協力も得て取り組んでまいります。 

また、本業務に対する取組姿勢を内外に明確化するため、平成 26年 5月に「経

営革新等支援機関」の認定申請を行い、平成 26 年 6 月 16 日付で認定を取得いた

しました。 

 

   ③信用供与の実施状況を検証するための体制 

    企画部が本計画の各種施策の進捗状況を統括するとともに、理事長を委員長と 

する「経営強化計画進捗管理委員会」を毎月開催し、本計画の取組状況を把握す 
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るとともに、本部の指導内容の適切性を検証し、必要に応じ改善を指導すること 

により、本計画の実効性を確保してまいります。 

 

 （2）担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規模の事業者の需要に

対応した信用供与の条件又は方法の充実のための方策 

   ①「債権譲渡担保融資」の促進 

     当組合は、従来から、医療機関や特別養護老人ホーム、介護サービス事業者

等を対象として、診療報酬、調剤報酬、介護給付費等を担保とする組合独自商

品である「債権譲渡担保融資」による融資を実施し、当該取引先の資金需要に

対応してきております。 

平成 26年度以降、この商品の更なる拡大を図るため、営業店の業務目標に取

扱件数を追加し、推進意識の高揚を図りました。 

平成 26年 3月期における取扱いは 9件、53百万円となっております。 

 

 ②保証付き融資の促進 

     中小規模事業者の多くは、財務体質が脆弱であるほか、充分な担保も有して

おりませんので、他機関との提携による保証付融資が事業者にとって有効な資

金調達手段となっております。 

当組合では従来から信用保証協会の保証付融資制度を積極的に活用してきて

おりますが、同協会との定期的な情報交換や協議による信用保証制度並びに信

用保証制度を活用した各種制度融資の趣旨等の適切な理解の下、信用保証付融

資の促進に取り組んでおります。 

また、当組合では、平成 25 年 10 月から新たにノンバンクとの提携による保

証付融資（厚信事業所支援ローン）の取扱いを開始いたしました。スタート時

から事業者のニーズが強く融資実績も徐々に上がってきておりますので、引き

続きこの商品の取組みに注力しております。 

平成 26年度以降、債権譲渡担保融資と同様、信用保証協会の保証付融資及び

ノンバンクとの提携による保証付融資の取扱件数を営業店の業務目標に追加し、

推進意識の高揚を図りました。 

平成 26年 3月期における取扱実績は信用保証協会が 27件、155百万円、ノン

バンクとの提携によるものが、21件、247百万円となっております。 

 

    ③小口無担保ローンの開発・推進 

      中小規模事業者においては、資金繰りの状況に応じた無担保ローンのニーズ

が強くなってきておりますが、これらのニーズに対応するため、当組合では新

商品の開発も含めその推進の強化を図っており、今後も継続してまいります。   
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      平成 26年 3月期における実績は 29件、250百万円となっております。 

（3）中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画を適切かつ円滑に実施するための方策 

   ①中小規模事業者等向け商品の販売促進及び新商品の開発 

     当組合では、お取引先の資金繰りをサポートし、中小規模事業者等の事業発

展に向けて長期的に安定した資金調達が可能となる商品を提供してまいりまし

た。 

     今後も業域及び地域の中小規模事業者の資金需要にマッチした新商品の開発

に努めてまいります。 

 

②経営改善等支援の取組み強化 

    ア．コンサルティング機能の向上 

中小規模事業者に対するコンサルティング機能発揮のためには、職員の能力

向上が必要不可欠であります。このため「事業支援室」のスタッフが外部団体

が開催する研修会等へ積極的に参加し組合全体のコンサルティング能力の向上

に努めております（平成 26年 4～5月に 4件）。 

また、外部専門家を講師とする職員向けの研修を企画し、平成 26年 6月に実

施いたしました。 

今後とも、事業支援室が他金融機関の事例を研究し、組合内で共有できるよ

うな研修を実施する体制整備を図ってまいります。 

 

   イ．中小企業再生支援協議会等外部団体及び外部専門家の活用 

現在まで、外部団体等を活用した実績はありませんが、事業支援室設置後、

中小企業再生支援協議会、認定支援機関、外部コンサルタント等との情報交換

を進めており、今後はこういった外部機関等との連携を強化するとともに、研

修の実施により外部機関等の活用に係る理解度を深め、今後の具体的な案件へ

の取組みの素地づくりに努めてまいります。 

 

   ウ．事業再生ファンドの活用 

現在まで活用した実績はありませんが、信用組合業界の事業再生ファンドで

ある「しんくみリカバリ」を活用するほか、事業再生ファンド設立に向けた取

組みに積極的に参画してまいります。 

 

３．その他主として業務を行っている業域及び地域における経済の活性化に資する方策  

（1）創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能強化のための方策 

   当組合の定款三業種は社会的ニーズの増大により、今後マーケットにおける新

規創業、異業種からの新規参入等が増加してくるものと思われます。 
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また、地域の中小規模事業者においては、経営者の高齢化及び後継者不在問題

による廃業の増加が懸念されております。 

   このような状況から、業域及び地域における創業支援と新事業開拓の重要性は

今後ますます高まってくるものと考えられますので、業域及び地域の開業率向上

及び新事業開拓に資するため、在宅医療、介護事業等の開業支援を行っている事

業会社との連携による開業資金の融資実行、外部機関が実施する創業・新事業開

拓セミナー情報等の紹介、創業支援等に係る各種制度融資・保証の利用促進、制

度融資・保証を補填するプロパー融資の活用等、様々な支援策の実施に努めてお

ります。 

   このうち、平成 26年 3月期において、事業会社との連携による開業資金の融資

が 1 件実現いたしました。また前述の取引先対象のセミナーにおいて、同社の幹

部を講師に招き同社の業務を紹介するなど具体的な案件の取組みに努めておりま

す。 

   

（2）経営に関する相談その他の取引先の企業に対する支援に係る機能強化のための方 

  策 

中小規模事業者が抱える経営の問題はこれまで以上に深刻であり、改善に向け

ての支援ニーズは確実に高まっているものと認識しております。 

取引先からの相談については、必要に応じて外部機関や外部専門家の指導を仰

ぎつつ、営業店と本部が一体となって解決に資するサポートに取り組んでおりま

す。 

平成 26 年 3 月期通期では 4 件の経営相談実績があり、平成 26 年度に入りまし

てからも継続して実績が上がってきておりますので、引き続き企業支援に係る機

能強化に努めてまいります。 

また、通常の営業活動において、常にビジネスマッチングの可能性について念

頭に置きながら取引先の紹介に努めたいと考えておりますが、平成 26年 5月には

ビジネスマッチングを意識して、介護事業者を講師として取引先向けのセミナー

を開催いたしました。 

 

 （3）早期の事業再生に資する方策 

    平成 26年 3月期通期では、介護事業法人に対する事業再生支援を 2件実施いた

しましたが、今後も事業支援室の主導により、業況悪化が懸念される取引先につ

いて、経営者の定量面と定性面の両面から実態把握に努め、事業再生に向けた取

組方針を策定し、早期の経営改善支援に取り組んでまいります。 
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（4）事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策 

    中小規模事業者の後継者不在による廃業が増加している反面、事業承継に具体

的に取り組んでいる企業の割合は依然低い状況にあります。 

    こうした状況を踏まえ、事業支援室のスタッフが外部団体が実施している研修

等に参加し、ノウハウの吸収に努めるとともに、職員の知識の向上を図るため、

事業承継セミナーの開催を企画し、平成26年9月に実施する予定としております。 

 

Ⅵ．剰余金の処分の方針  

 協同組織金融機関として、取引先及び優先出資者の皆様から出資金をお預かりして

金融事業を行い、利益剰余金の中から配当をお支払することとしていますが、平成 26

年 3月期におきましては、今後の信用リスク及び市場リスクを極力排除するため貸付

債権に係る予防的な貸倒引当処理及び有価証券の売却等を実施したことから、当期純

利益は△945百万円となりましたので、無配とさせていただきました。 

但し、平成 26年 6月開催の定時総代会において、資本準備金の取崩により繰越損失

を一掃することが承認されましたので、今後の配当に向けた態勢を整備することがで

きました。    

今後は、本計画の実践による収益力の強化と業務の効率化を進め、内部留保の蓄積

による優先出資の早期返済を目指すとともに、平成 27年 3月期以降は、安定した配当

を実施・継続していく方針であります。 

 

Ⅶ．財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策 

 １．経営管理に係る体制 

理事会は「内部統制基本方針」のほか、これに基づく「法令等遵守基本方針」「顧客 

保護等管理方針」及び「統合的リスク管理方針」の趣旨に則り、その重要性をあらゆ

る機会を通じて全役職員に対して周知徹底することにより、適切な業務運営の確保に

努めております。 

また、理事会は、「内部監査基本方針」に基づき、内部監査部署である検査部を理事 

長直轄の組織として、その独立性を確保するとともに、検査部の機能を強化しており

ます。検査部は、当方針に基づく監査を通じて、各部室店における内部監査態勢、法

令等遵守態勢、顧客保護等管理態勢及びリスク管理態勢の有効性を評価し、問題点の

発見・指導にとどまらず、問題点の改善方法の提言を行っております。 

 

 ２．各種のリスク管理の状況 

   各種リスク全般を管理する「統合的リスク管理委員会」の組織体制、信用リスク管

理、市場リスク管理、流動性リスク管理、オペレーショナル・リスク管理態勢につい

ては「Ⅳ．２．リスク管理の体制の強化のための方策」に記載のとおりです。 

以上 


